
慈
光
寺
本

『承
久
記
』

の
史
料
的
評
価
に
関
す
る

一
考
察

野

口

　

実

は
じ
め
に

慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

　

上
横
手
雅
敬
は
、

一
九
五
六
年
の
論
文

「承
久
の
乱
の
歴
史
的
評
価
」

(『史
林
』
第
三
九
巻
第

一
号
)
に
お
い
て
、
承
久
の
乱
が
中

世
史
上
重
要
な
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
殆
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　　

の
事
件
の
経
過
や
事
実
関
係
の
解
明
と
い
う
基
礎
的
な
研
究
に
は
、
そ
の
後
も
大
き
な
進
捗
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。

　

承
久
の
乱
に
関
す
る
史
料
は
、
乱
後
の
京
方
与
同
者
に
た
い
す
る
幕
府
の
追
及
が
厳
し
く

(た
と
え
ば
、
院
近
臣
二
位
法
印
尊
長
の
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハこ

が
幕
府
に
押
収
さ
れ
た
た
め
に
、
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
人
々
が
恐
慌
を
き
た
し
た
と
い
う
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
)、
事
件
に
直
接
関
係
す
る
記
事
を
載

せ
た
貴
族
の
日
記
な
ど
の
記
録
類
が
少
な
く
、
全
体
の
経
過
を
た
ど
る
上
で
の
基
本
史
料
は
後
世
に
編
纂
さ
れ
た

『
吾
妻
鏡
』
や

『承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
　

久

記
』
な
ど
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
と
よ
り

『吾
妻
鏡
』
は

一
方
の
当
事
者
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
編
纂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

言

う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
は
徹
底
し
た
史
料
批
判
を
前
提
と
し
た
活
用
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
歴
史
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
そ
れ
は
未
だ
に
殆
ど
手
つ
か
ず
の
ま
ま
の
状
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　

一
方
、
国
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
近
年
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

『承
久
記
』
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
た
め
の
研
究
が
盛
況
で
、
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流
布
本
と
こ
れ
と
内
容
が
大
き
く
相
違
す
る
慈
光
寺
本
と
の
比
較
、
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
思
想
状
況
を
ふ
ま
え
て
慈
光
寺
本
の
古
態
性

を
指
摘
す
る
研
究
な
ど
が
相
次
い
で
公
に
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は

『承
久
記
』
諸
本
の
う
ち
、
最
古
態
本
と
さ
れ
る
慈
光
寺
本
に
つ
い
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
文
学
の
側
面
か
ら
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
れ
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
若
干
の

考
察
を
加
え
る
。
つ
い
で
、
慈
光
寺
本
に
お
け
る
幕
府
西
上
軍
の
大
将
軍
を
、
流
布
本
や

『吾
妻
鏡
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
本
稿
が
、
承
久
の
乱
の
経
過
を
再
構
成
し
、
そ
の
歴
史
的
評
価
を
試
み
る
た
め
の
前
提
作
業
の

一
助
と
な
れ
ば
幸
い
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ

る
。

一　

従
来
の
研
究
に
お
け
る
慈
光
寺
本
の
評
価

　

『承
久
記
』

の
歴
史
資
料
と
し
て
の
評
価
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
本
格
的
に
検
討
を
加
え
た

の
は
龍
粛

「承
久
軍
物
語
の
成
立
」

(『鎌
倉
時
代
i

l

子

「
関
東
」
ー

」
春
秋
社

、

一
九
五
六
年
)

で
あ

ろ
う

。

し
か

し

、

こ

こ

で

は
慈

光

寺

本

は

取

り

上

げ

ら

れ

て

お

ら
ず

、

『承
久
軍
物
語
』
が

『承
久
記
』
と

『吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
合
わ
せ
て
近
世
に
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
慈
光
寺
本
に
つ
い
て
は
、
早
く
富
倉
徳
次
郎

「慈
光
寺
本
承
久
記
の
意
味
-

承
久
記
の
成
立
1

」
(『国
語
・
国
文
」
第

一
三
巻
第

八
号
、

一
九
四
二
年
)
が
、
そ
の
成
立
年
次
を

「大
体
承
久
の
乱
の
翌
年
の
貞
応
元
年
以
後
貞
応
二
年
五
月
ま
で
の
約

一
年
間
」
と
す
る

説
を
提
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
異
論
を
と
な
え
た
の
が
益
田
宗

「承
久
記
-

回
顧
と
展
望
1

」
(『国
語
と
国
文
学
」
軍
記
物
語
特
輯

号
、

一
九
六
〇
年
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
本
に

「此
君

ノ
御
末
ノ
様
見
奉
ル
ニ
天
照
大
神
正
八
幡
モ
イ
カ
ニ
イ
タ

ハ
シ
ク
見
奉
給
ケ
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ン
」
と
あ
る
記
事
を
も

っ
て

「此
君
」
11
土
御
門
院
の
皇
子
後
嵯
峨
天
皇

・
皇
孫
後
深
草
天
皇
の
即
位
以
降
の
成
立

と
見
る
べ
き
だ
と

し
、
ま
た
作
者
を

「鎌
倉
武
士
の
立
場
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
批
判

・
克
服
し
た
の
が
、
杉
山
次
子

「慈
光
寺
本
承
久
記
成
立
私
考

(
一
)　
　

四
部
合
戦
状
本
と
し
て
ー

⊥

」
(『軍
記
と

語
り
物
」
第
七
号
、

一
九
七
〇
年
)
で
あ
る
。
杉
山
は

「末
H
す
ゑ
」
の
用
法
を
検
討
し
て
益
田
の
上
記
引
用
部
分
に
対
す
る
解
釈
を
難
じ

た
上
で
、
成
立
の
上
限
を

「惟
信
捕
縛
」
の
記
事
か
ら
寛
喜
二
年

(
一
二
一二
〇
)
、
下
限
は
北
条
泰
時
に
助
命
さ
れ
た
十
六
歳
の

「侍
従

殿
」
11
藤
原
範
継

の
没
年
か
ら
仁
治
元
年

(
一
二
四
〇
)
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
杉
山
は

「
「慈
光
寺
本
承
久
記
」
を
め
ぐ

っ
て

1

鎌
倉
初
期
中
間
層
の
心
情
を
み
る
ー

」
(『日
本
仏
教
」
第
三
一二
号
、
一
九
七
一
年
)
に
お
い
て
、
慈
光
寺
本
に
三
浦
氏
の
記
述
が
詳

し
い
こ
と
に
着
目
し
て
作
者
圏
を
源
実
朝
室
の
側
近
だ

っ
た
源
仲
兼
周
辺
の

一
団
に
求
め
、
ま
た

「承
久
記
諸
本
と
吾
妻
鏡
」
(『軍
記

と
語
り
物
」
第

一
一
号
、

一
九
七
四
年
)
で
は
、
慈
光
寺
本
は

『吾
妻
鏡
』
と
は
無
関
係
に
、
藤
原
将
軍
期
に
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

「慈
光
寺
本

『承
久
記
』
と
そ
の
周
辺
」
(『文
学
」
第
四
七
巻
第
二
号
、
一
九
七
九
年
)
に
お
い
て
、
慈
光
寺
本
の
作
者

の
立
場
は
鎌
倉

方

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
久
保
田
淳
は
、

一
九
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
三

(岩
波
書
店
)

の

「承
久
記
　
解
説
」
で
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
作
者
は
宮
廷
事
情
と
武
士
社
会
の
双
方
に
明
る
い
、
筆
の
立

つ
下
級
官
人
の
ご

と
き
階
層
に
属
し
、
九
条
家
と
な
ん
ら
か
の
接
触
の
あ

っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
慈
光
寺
本
は
三
浦
義
村
が

北
条
義
時
と
全
く
対
等
に
描
か
れ
て
お
り
、
流
布
本
の
よ
う
に
彼
が
弟
胤
義
に
対
し
て
情
愛
を
示
す
記
事
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
も
慈

光
寺
本
に
史
料
的
評
価
を
加
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
成
立
年
代
や
作
者
圏
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
る

一
方
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
作
品
の
背
後
に
横
た
わ
る
政
治
思
想
や
当
時
の
武

士

の
主
従
観
念
な
ど
を
視
角
と
し
た
研
究
も
活
発
で
あ
る
。

　
大
津
雄

一

「誰
力
昔
ノ
王
孫
ナ
ラ
ヌ
i

慈
光
寺
本

「承
久
記
」
考
1

⊥

(『早
稲
田
大
学
高
等
学
院
研
究
年
誌
」
第
三
三
号
、
一
九
八
九
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年
)
は
、
流
布
本
で
は
王
権
の
存
在
自
体
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
鳥
羽
院

の
敗
北
を
彼
が
異
端
の
王

(悪
王
)
で
あ
る
点
に
求
め

て

い
る
の
に
対
し
、
慈
光
寺
本
に
は
流
布
本
や
他
の
作
品
に
見
ら
れ
る
王
権

へ
の
畏
怖
と
い
う
も
の
が
全
く
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
佐
藤
泉

「
『承
久
記
』
考
察
」
(『軍
記
と
語
り
物
』
第
二
五
号
)
も
、

流
布
本
は
、

一
方
で
幕
府
方
の
立
場

を
肯
定
し
よ
う
と
し
、
も
う

一
方
で
は
朝
廷
権
威
の
存
続
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
相
矛
盾
す
る
二
面
性
を
も

っ
て
書
か
れ
て
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
徳
治
主
義
の
立
場
か
ら
後
鳥
羽
院
の
性
向
に
王
法
の
尽
き
た
原
因
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
西
島
三
千
代

「慈
光
寺
本

『承
久
記
』
の
乱
認
識
」
(『国
文
学
研
究
」
第

一
三
〇
集
、
二
〇
〇
〇
年
)
に
、

慈
光
寺
本
で
は
義
時
の
意
志
と
関
東
の
者
達
の
意
志
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
の
だ
が
、
流
布
本
に
お

い
て
は
そ
れ
が

一
枚
岩
の
ご
と

く
結
束
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
、
慈
光
寺
本
は

「歴
史
を
相
対
化
す
る
余
裕
の
な

い
時
点
で
成
立
し
た
」
も
の

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
総
括
と
し
て
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
東
国
武
士
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、
松
尾
葦
江

「承
久
記
の
成
立
」
(同

『軍
記
物
語
論
究
」
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
)
が
、
慈
光
寺

本

に
は
京
都
の
王
権
に
決
し
て
全
人
格
的
に
隷
従
し
て
は
行
か
な
い
東
国
武
士
の
生
態
が
描
き
出
さ
れ
て
い
て
、
古
態
性
と
し
て
評
価

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
述

べ
て
お
り
、
須
藤
敬

「慈
光
寺
本

『承
久
記
』
1

一
つ
の
歴
史
叙
述
の
試
み
ー

」
(『日
本
文
学
」
第

四
六
巻
第
七
号
、
一
九
九
七
年
)
は
、
慈
光
寺
本
で
は
御
恩
と
い
う
ほ
ど
に
頼
朝
と
関
東
武
士
と
の
つ
な
が
り
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と

す

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
佐
倉
由
泰

「慈
光
寺
本

『承
久
記
』
の
表
現
世
界
」
(『軍
記
と
語
り
物
」
第
三
七
号
、
二
〇
〇
一
年
)
も

「慈

光
寺
本
の
表
現
に
主
従
の
倫
理
や
分
を
宣
揚
す
る
働
き
は
弱
い
」
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
荻
原
さ
か
え

「慈
光
寺
本

『承
久
記
』
に
お
け
る
政
子
呼
称
に
関
す
る

一
考
察
」
(『駒
澤
国
文
」
第
三
四
号
、

一
九
九
七
年
)
は
、

慈
光
寺
本
に
お
い
て

『蒙
求
』
に
見
え
る

「孟
光
」
が
政
子
の
姿
に
重
層
化
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
が
、
こ
れ
は
中
世
前
期
に
お
け
る

妻
の
地
位
に
関
す
る
歴
史
学
の
成
果
と
照
合
す
れ
ば
、
慈
光
寺
本
の
古
態
た
る
こ
と
を
示
す
根
拠
の

一
つ
と
な
る
も

の
と
な
る
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
、
本
稿
の
意
図
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
ま

っ
た
く
表
面
を
な
ぞ

っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
慈
光
寺
本

『承
久
記
』
に
関
す
る
研
究

史
を
概
観
し
て
み
た
。
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
の
成
果
の
中
で
関
心
が
持
た
れ
る
の
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
そ

の
成
立
時
期
の
古
さ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
束
縛
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
史
料
と
し
て
の
純
粋
さ
、
そ
し
て
そ
の
成
立
に
三
浦
氏
関
係

者

が
関
わ

っ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
慈
光
寺
本
こ
そ
承
久
の
乱
解
明
の
た
め
の
基
礎
的
な
史
料
足
り

う

る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
御
家
人
中
唯

一
、
北
条
氏
に
対
抗
し
う
る
実
力
を
有
し
た
と
さ
れ
な
が
ら
不
明
な
点
の
多

い
宝
治
合
戦
以
前

の
三
浦
氏
の
幕
府
内
に
お
け
る
位
置
を
再
検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
う
し
た
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
前
に
、
克
服
し
て
お
く
べ
き
基
礎
的
な
問
題
が
い
く
つ
か
の
こ
さ
れ

て
い
る
。
そ
の

一

つ
と

し
て
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
松
尾
葦
江
が
前
掲
論
文
で
指
摘
し
た
、
慈
光
寺
本
と
流
布
本
で
同

一
の
事
件
を
扱

っ
て
い
な

が
ら
、
人
名

・
合
戦
の
地
名

・
合
戦
の
細
部
の
記
述
が

一
致
し
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

二
　
幕
府
東
海
道
軍
第
五
陣
の
大
将
軍

　

こ
こ
で
は
、
幕
府
西
上
軍
の
本
隊
と
も

い
う
べ
き
東
海
道
軍
諸
陣
の
大
将
軍
を
諸
史
料
で
比
較
し

(『吾
妻
鏡
』
は
大
将
軍
が
明
記

さ
れ
、
流
布
本
も
諸
陣
の
指
揮
官
が
明
確
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
慈
光
寺
本
に
は
大
将
軍
と
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
諸
陣
の

「此
ノ

手

二
可
付
」
云
々
と
い
う
文
言
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
人
物
あ
る
い
冒
頭
に
記
さ
れ
た
人
物
を
、
そ
れ
と
見
な
す
こ
と
と
す
る
)
、
慈
光

寺
本

『承
久
記
』

の
史
料
価
値
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
慈
光
寺
本

・

『吾
妻
鏡
』

・
流
布
本
の
順
に
そ

の
人
名
な
ど
を

表

に
し
て
掲
げ
よ
う
。
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慈
光
寺
本

『承
久
記
』

先
陣
　
相
模
守
時
房
　
二
万
騎

二
陣
　
武
蔵
守
泰
時
　
二
万
騎

三
陣
　
足
利
殿

四
陣

佐
野
左
衛
門
政
景

　
　
　
二
田
四
郎

五
陣

紀
内
殿

　
　
　
千
葉
次
郎

(七
万
騎
)

『吾
妻
鏡
』

相
州

(時
房
)

武
州

(泰
時
)

武
蔵
前
司
義
氏

千
葉
介
胤
綱

(十
万
余
騎
)

流
布
本

『承
久
記
』

一
陣
　
相
模
守
時
房

二
陣
　
武
蔵
守
泰
時

三
陣

足
利
武
蔵
前
司
義
氏

四
陣
　
三
浦
駿
河
守
義
村

五
陣
　
千
葉
介
胤
綱

(十
万
余
騎
)
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三
陣
ま
で
異
同
は
な
い
が
、
四

・
五
陣
に
つ
い
て
慈
光
寺
本
は
大
き
く
相
違
す
る
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
五
陣
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。

　

『吾
妻
鏡
』

・
流
布
本

『承
久
記
』
に
見
え
る
千
葉
介
胤
綱
は
頼
朝
の
時
代
、
常
に
そ
の
後
陣
を
担

っ
た
常
胤
の
曾
孫
に
当
た
り
、

千
葉

氏

一
族
の
惣
領
で
あ
り
、
下
総
守
護
に
任
じ
て
い
て
、
東
海
道
軍
の
後
陣
で
あ
る
五
陣
大
将
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
『吾

妻
鏡
』
安
貞
二
年

(
=
二
天
)
五
月
二
十
八
日
条
に
、
こ
の
日
彼
が
二
十

一
歳
と
い
う
若
さ
で
卒
し
た
と
あ
り
、
と
す
れ
ば
承
久
の

乱
の
時
は
わ
ず
か
十
四
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
し
か
に
名
目
上
、
千
葉
氏

一
族
な
い
し
は
下
総
国

に
対
す
る
軍
役

は
胤

綱
に
課
せ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
の
任
務
に
当
た

っ
た
の
は
、
後
見
的
な
立
場
に
あ

っ
た
千
葉

一
族
の
人
物
と
見
る
の

が
順

当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
慈
光
寺
本
の
他
史
料
と
の
齪
酷
は
、
か
え
っ
て
そ
の
史
料
的
信
愚
性
を
示
す
も

の
と
仮
定
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。



系図1〔 北条氏〕

北
条

時
政

遠
江
守

義
時

右
京

陸
奥
守

時

房

・

相
模
守

泰

時

-

武
蔵
守

時

氏

(母
、
三
浦
義
村
女
)

修
理
亮

時

盛

鎌
倉
右
大
臣
(実
朝
)
勾
当

女

子

(千
葉
介
時
胤
妻
)

慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
一
)
　

千
葉

次

郎

　

「千
葉
次
郎
」
は
、
慈
光
寺
本
で
は
、
こ
の
幕
府
軍
の
リ
ス
ト
以
外
に
、
乱
の
決
着
が
つ
い
た
後
の
七
月
六
日
、
後
鳥
羽
院
が
四
辻

殿
か
ら
鳥
羽
殿
へ
移
さ
せ
る
際
の
供
奉
役
と
し
て
名
を
見
せ
て
い
る
。
慈
光
寺
本

『承
久
記
』
は
、
益
田
宗

・
久
保
田
淳

の
校
注
で
新

日
本
古
典
文
学
大
系
四
三

(岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
脚
注
に
は

「千
葉
介
胤
綱
か
」
と
あ
る
が
、
胤
綱

を

「千
葉
次
郎
」
と
す
る
史
料
は
皆
無
で
あ
り
、
ま
た

『吾
妻
鏡
』
承
久
元
年

(
一
二

一
九
)
七
月
十
九
日
条
の
、
三
寅
が
鎌
倉
に
入

御
し
た
際
の
行
列
の
交
名
に

「千
葉
介
」
が
見
え
、
こ
れ
は
胤
綱
に
比
定
さ
れ
る
か
ら
、
承
久
三
年
段
階
で
、
胤
綱
が
千
葉
次
郎
を
称

し
て
い
た
と
考
え
る
の
も
無
理
で
あ
る
。
こ
の
名
乗
り
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
「千
葉
」
を
名
字
と
し
て
い
る
か
ら
、
千
葉
氏
嫡

宗
家
の
人
物
と
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
ろ
う
。

　

『吾
妻
鏡
』
を
検
す
る
と
、
こ
の
時
代
に

「千
葉
次
郎
」
と
し
て
所
見
す
る
の
は
、
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)
八
月
十
五
日
条
に
初
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見
し

(千
葉
次
郎
泰
胤
)
、
最
終
所
見
が
建
長
二
年

(
=

一五
〇
)
十
二
月
二
十
七
日
条

(千
葉
次
郎
)
の
千
葉
泰
胤
で
あ
る
。
彼
は
中
世
前

期
の
千
葉
氏
の
系
譜
を
記
す
系
図
史
料
の
う
ち
で
も

っ
と
も
史
料
的
評
価
の
高
い

『神
代
本
千
葉
系
図
』
や
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝

期
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
に
は
、
系
線
の
上
で
は
胤
綱
の
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は

胤
綱

の
兄
弟
と
さ
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
成
立
の

『千
葉
大
系
図
』
は
、
泰
胤
を
、
胤
綱
の
死
後
、
千
葉
介
を
継

承
し
た
時
胤
と
と
も
に
成
胤
の
子
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
慈
光
寺
本
の
記
事
を
含
め
、
泰
胤
に
関
す
る
諸
々
の
知
見
か
ら
考
え
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千
葉
介

胤
綱

系図2〔 千葉氏〕

千
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介
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-

・
胤
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・

東

(木
内
)

胤
頼

六
郎
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夫
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葉
介

成

胤

-

(上
総
千
葉
)

常
秀

下
総
守
・上
総
介

東重

胤

所
衆
・兵
衛
尉

木
内

胤

朝

-

下
総
守

千
葉
介

時

胤

;

千
葉
介

頼
胤

千
葉
次
郎

泰

胤
(建
長
三
年
正
月
卒
)

女

子

(結
城
朝
光
妻
・播
磨
局
了
阿
)

秀
胤

上
総
権
介

胤
家

左
衛
門
尉



慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

て
も
蓋
然
性
の
高
い
所
伝
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
鎌
倉

・
南
北
朝
期
に
成
立
し
た
系
図
は
、
事
実
と
し
て
の
血
統
よ
り
も
所
領

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
リ

所
職
の
相
伝
の
論
理
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
泰
胤
が
、
胤
綱

・
時
胤
と
相
つ
い
で
千
葉
介
が
早
世
し
た
り
、
宝
治
合
戦
で
上
総
千
葉
氏
が
滅
亡
を
と
げ
る
と
い
っ
た
状
況
下
、
時

胤
の
子

・
亀
若
丸

(頼
胤
)
の
後
見
役
を
果
た
す
な
ど
、
千
葉

一
族

の
族
的
統
制
の
危
機
を
克
服
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハゑ

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
旧
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　　

　
承
久
の
乱
勃
発
の
当
時
、
千
葉
氏

一
族
の
最
有
力
者
は
上
総
千
葉
系
の
常
秀

(千
葉
平
次
兵
衛
尉

・
堺
平
次
兵
衛
尉
)
で
あ

っ
た
。
彼
は

元
久
二
年

(
一
二
〇
五
)
、
畠
山
重
忠
追
討
軍
が
編
成
さ
れ
た
際
、
成
胤
に
代
わ

っ
て
千
葉

一
族
を
率

い
て
大
手
軍
の
後
陣
を
つ
と
め
た

こ
と
が
あ
り
、
こ
の
常
秀
こ
そ
五
陣
大
将
軍
に
相
応
し
い
存
在
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
元
久
二
年
の
ケ
ー
ス
は
あ
く
ま
で
も
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヱ

別
な
事
情
に
よ
る
異
例
の
措
置
で
あ

っ
て
、
御
家
人
の
嫡
家
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
頼
朝
か
ら
拝
領
し
た
文
書
を
成
胤
系

(千
葉
介
家
)

が
相
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
や
は
り
幕
府
は
千
葉

一
族
全
体
に
軍
役
を
課
す
る
場
合
は
、
千
葉
介
が
対
象
と
さ

れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
泰
胤
が
御
家
人
と
し
て
独
自

の
立
場
を
有
し
つ
つ
も
千
葉
介
の
近
親
と
し
て

一
体
の
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
建

治
元
年

(
=

毛
五
)
五
月
の

「六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に

「千
葉
介
　
同
次
郎
跡
　
可
寄
合
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う

　
　
　
　
　
　
　　　

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
結
果
、
千
葉
次
郎
は
千
葉
介
胤
綱
の
伯

(叔
)
父
と
み
ら
れ
る
泰
胤
に
比
定
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(二
)

紀
内

殿

と
こ
ろ
で
、
問
題
な
の
は

「紀
内
殿
」

の
方
で
あ
る
。
「紀
内
」
と
い
う
名
字
を
持
ち
、
と
同
時
に
慈
光
寺
本
の
成
立
段
階
ま
で
に

「殿
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

一
定
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
確
立
し
て
い
た
有
力
者
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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岩

波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
校
注
者

(本
文

"
益
田
宗
、
脚
注

"
久
保
田
淳
)
は
、
こ
の

「紀
内
殿
」
に
つ
い
て
、
本
文
に
お

い
て

「き
な
い
ど
の
」
の
ル
ビ
を
付
し
、
脚
注
は

「山
柄
行
景
、
行
実
の
男
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
太
田
亮

『姓
氏
家
系
大

辞
典
』
の

「紀
内
」
の
項
に
拠
り
、
紀
内
は
内
舎
人
に
任
じ
た
紀
氏
と
解
し
、
『吾
妻
鏡
』
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一)
九
月
七
日
条
か
ら

承
元

三
年

(
一
二
〇
九
)
三
月
二
十

一
日
条
ま
で
の
間
に
所
見
す
る

「紀
内
所
行
景
」
に
比
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
名
前
に
付

せ
ら
れ
た

「所
」
は
、
彼
が
蔵
人
所
の
所
衆
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「山
柄
」
は
、
『吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
三
月
二
十

一
日

条
に
御
鞠
衆
の
名
前
が
列
挙
し
て
あ
る
中
に
行
景
の
前
に

一
文
字
分
空
け
て
書
か
れ
て
お
り
、

一
人
の
人
名
を
表
す
の
か
、
行
景
の
名

字
な

の
か
は
判
断
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
御
家
人
制
研
究
会
編

『吾
妻
鏡
人
名
索
引
』
は
、
こ
れ
を
行
景
の
名
字
と
し
て
い
る
。
な
お
、

大
系
本
脚
注
が
彼
の
父
を
行
実
と
す
る
根
拠
は
私
に
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

　

『吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
紀
内
所
行
景
は
、
源
頼
家
の
申
請
に
よ

っ
て
後
鳥
羽
上
皇
が
蹴
鞠
の
師
範
と
し
て
京
都
か
ら
鎌
倉
に

下
向
さ
せ
た
人
物
で
あ
り
、
も
と
よ
り
千
葉
氏

一
族
な
ど
で
は
な
く
、
ま
し
て
東
海
道
軍
の
大
将
軍
の
職
務
を
担
当
す
る
よ
う
な
存
在

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
系
本
の
脚
注
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
「紀
内
」
か
ら
再
考
す
る
と

「キ
ウ
チ

(キ
ノ
ウ
チ
)」
と
も
訓
め
る
。
キ
ウ
チ
な
ら
ば
、
千
葉
氏

一
族
に
比
定
で
き
る
人

物
が
い
る
。
『吾
妻
鏡
』
建
長
二
年

(
=
五
〇
)
三
月

一
日
条
の

「閑
院
殿
造
営
雑
掌
目
録
」
に

「木
内
下
総
前
司
跡
」
と
見
え
る
木

内
胤
朝
で
あ
る
。

　
木
内
氏
の
祖
は
千
葉
常
胤
の
六
男
胤
頼
で
、
彼
は

『吾
妻
鏡
』
に
は

「千
葉
六
郎
大
夫
」
あ
る
い
は

「東
六
郎
大
夫
」
と
見
え
る
が
、

『神
代
本
千
葉
系
図
』
で
は

「木
内
六
郎
大
夫
」
と
さ
れ
る
。
胤
頼
は
下
総
国
に
お
い
て
東
庄

・
木
内
庄

・
海
上
庄

・
小
見
郷

・
風
早

郷
を
所
領
と
し
、
そ
れ
ら
は
子
息
達
に
分
与
さ
れ
、
そ
の
子
孫
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
地
名
を
名
字
と
し
た
。
胤
頼
の
長
男
の
東
重
胤
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

東
庄
を
伝
領
し
、
蔵
人
所
所
衆
を
経
て
兵
衛
尉
に
任
官
し
て
い
る
。
胤
朝
は
次
男
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
木
内
次
郎
を
称
し
て
い
た
が
、



お
そ
ら
く
衛
府
尉
な
ど
に
任
官
の
後
、
下
総
守
に
任
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
千
葉
氏
嫡
家
の
伝
統
的
称
号
で
あ
る
千
葉
介

は
千
葉
庄
を
本

拠
と
す
る
下
総
国
最
有
力
在
庁
H
下
総
権
介
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
胤
朝
の
下
総
守
任
官
は
、
官
制
的
に
は
嫡
家
家
督
を
下
僚
と
す
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
翻

っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
人
事
は
、
千
葉

一
族
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け
胤
朝
の
実
力
が
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
の
反
映
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
胤
朝
の
下
総
守
補
任
の
時
期
は
不
明
で
あ

っ
た
が
、
近
年
、
大
村
拓
生
の
紹
介
し
た

「弁
官
補
任
紙
背
文
書
」
の

一
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハリリ

書
に
は
注
目
す
べ
き
記
事
が
含
ま
れ
て
い
た
。

慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

　
宗
寮
頭
被
申
候

可
被
任
下
総
国
司

　
平
瀧
朝

　
　
可
被
叙
爵

申
近
衛
将
監

　
藤
原
康
房

　
　
大
嘗
会
御
襖
蔵
人
方

　
　
准
絹
三
千
疋
進
納

　
　
奉
行
職
事
定
挙

　
　
申
候
也
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こ
れ
は
貞
応
元
年

(
=

一二
二
)
に
行
わ
れ
た
後
堀
河
天
皇
大
嘗
会
に
関
す
る
成
功
の
任
人
折
紙
で
あ
る
が
、
三
行

目
の
平
瀧
朝
の

「瀧

」
の
字
は
、
ま
ず
俗
人
の
実
名
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
文
字
で
あ
り
、
誤
写
と
み
て
よ

い
。
私
は
字
体
か
ら
、
こ
れ
は
本
来

「胤
」
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
書
こ
そ
木
内
胤
朝
の
下
総
守
補
任
と
叙
爵
を
示
す
も
の
と
い
え

る
。
申
請
者
で
あ
る

「宗
寮
頭
」
の

「宗
」
の
字
も
お
そ
ら
く
誤
写
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
胤
朝
が
こ
れ
以
前

(乱
後
の
可
能
性

も
あ
る
が
)
に
某
寮
の
三
等
官
程
度
の
官
職
を
帯
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

「紀
内

(木
内
)
殿
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
存
在
で

あ

っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
『玉
蘂
』
承
久
二
年

(
一
二
二
〇
)
四
月
七
日
条
に
源
実
康
が
下
総
守
に
補
任
さ
れ
た
記
事
が
見
え
、
貞
応
元
年
は
そ
の

任
期
途
中
で
あ
る
か
ら
、
胤
朝
の
補
任
は
、
お
そ
ら
く
京
方
と
し
て
更
迭
さ
れ
た
実
康
の
あ
と
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
千
葉
氏
の

族
人
で
下
総
国
に
本
領
を
有
す
る
胤
朝
の
下
総
守
補
任
が
大
き
な
政
治
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
前
述

(実
質
的
に
惣
領
不
在
の
千
葉
氏

一

族
統
制
の
手
段
)
の
通
り
で
、
そ
れ
は
胤
朝
の
後
任
と
し
て
嘉
禄
元
年

(
一
二
二
五
)
に
下
総
守
に
任
じ
た
千
葉
常
秀
に
お
い
て
顕
現
す

　
　
　
　
　ユ

る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
胤
朝
が

「紀
内
殿
」
す
な
わ
ち
第
五
陣
大
将
軍
の
職
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
乱
の
勲
功
賞
と
し
て
、
大
和
国
宇

野
庄

(『鎌
倉
遺
文
」
補
遺
九
二
四
)

・
淡
路
国
筑
佐
庄

・
同
由
良
庄

(国

二
〇
八
八
)
な
ど
、
千
葉
氏

一
族
で
は
突
出
し
て
西
国
に
多
く
の

新
恩
所
領
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ち
な
み
に
、
彼
の
子
息
胤
家
も
、
寛
喜
三
年

(
一
二
三
一
)
二
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　

左
衛

門
尉
に
補
任
さ
れ
て
い
る

(『民
経
記
』
同
五
日
条
)。

　
以
上
の
考
察
に
よ

っ
て
、
「紀
内
殿
」
は
千
葉
氏

一
族
の
有
力
者
で
あ

っ
た
木
内
胤
朝
に
比
定
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ

る
。
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三
　
三
浦
義
村
の
位
置

慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

　

つ
ぎ
は
、
四
陣
の
相
違
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
慈
光
寺
本
に
お
け
る
三
浦
義
村
は
、
久
保
田
淳
の
指
摘
す
る
よ
う
に
北
条
義
時
と
全
く

対
等

に
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
杉
山
次
子
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
慈
光
寺
本
に
は
そ
の
成
立
に
三
浦
氏
関
係
者
の
関
与
さ
え
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
歴
史
学
に
お
け
る
三
浦
氏
に
対
す
る
研
究
成
果
を
見
て
も
、
同
氏
が
北
条
義
時

・
泰
時
の
時
代
に
北
条
氏
と
拮
抗
す
る

ほ
ど

の
実
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
義
村
は
実
朝
死
後
、
後
継
の
鎌
倉
殿
に
九
条
道
家
の
子
息
教
実
を
推
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

そ
の
弟
三
寅

の
東
下
が
決
定
す
る
と
、
鎌
倉
下
向
に
あ
た

っ
て
の
供
奉

・
接
待
を
担
当
す
る
よ
う
な
御
家
人
中
突
出
し
た
存
在
で
あ
り
、

慈
光
寺
本
に
お
い
て
、
義
村
が
大
将
軍
に
名
を
連
ね
て
い
な
い
の
は
実
に
不
審
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
幕
府
軍
西
上
過
程
に
お
け
る
義
村
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
『吾
妻
鏡
』
や

『承
久
記
』
諸
本
以
外
に
徴
す

べ
き
史
料

は
得
ら
れ
な
い

が
、
上
洛
後
の
彼
の
活
動
に
つ
い
て
は
比
較
的
信
愚
性
の
高
い
史
料
か
ら
三
点
の
注
目
す
べ
き
事
実
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の

一

は
、
『承
久
三
年
四
年
日
次
記
』
(『大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
+
六
、
二
八
六
頁
)
に
、
入
京
し
た
義
村
が
、
関
東
か
ら
特
に
宮
中
の
守
護
を

命

じ
ら
れ
て
い
る
と
称
し
て
、
右
近
将
監
頼
重
ら
を
差
し
遣
わ
し
た
こ
と
が
見
え
る
こ
と
。
そ
の
二
は
、
先
に
紹
介
し
た

『賀
茂
旧
記
』

(注

(3
)
参
照
)
に

「同
七
月
七
日
、
す
る
が
の
守
北
白
河
殿
に
ま
い
り
て
、
宮
せ
め

い
だ
し
ま
い
ら
せ
て
、
お
が
み
ま
い
ら
せ
て
、

同
九
日
御
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
と
き
こ
ゆ
」
と
あ

っ
て
、
彼
が
後
堀
河
天
皇
即
位
の
実
行
主
体
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
。
そ

の
三
は
、
『武
家
年
代
記
　
下
　
裏
書
』
(同

四
一
九
頁
)
に
、
後
鳥
羽
院

の
所
領
を
後
高
倉
院
に
進
め
た
際
に
、
武
家
要
用
の
場
合
は

返
す

と
い
う
条
件
を
義
村
が
申
し
入
れ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
た
近
年
紹
介
さ
れ
た
西
園
寺
家
所

蔵

「院
御
厩
次
第
」
に
よ
る
と
、
義
村
の
嫡
子
泰
村
は
戦
後
処
理
の

一
環
と
し
て
院
御
厩
の
実
質
的
管
理
者
の
地
位
を
示
す
院
御
厨
案

　
　
　
　
　
　
　
　せ

主
に
就
任
し
て
い
る
。
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承
久
の
乱
後
、
義
村
が
列
島
各
地
の
枢
要
な
地
に
守
護
国
や
所
領
を
獲
得
し
、
京
都
政
界
に
お
い
て
も
関
白
九
条
道
家
を
畏
怖
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
ほ
ど
の
権
勢
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
旧
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
上
記
の
事
実
と
総
合
し
て
考
え
る
と
、
幕

府
軍
に
お
け
る
義
村
の
立
場
は
、
ど
う
も

一
陣
の
大
将
軍
の
地
位
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
慈
光
寺
本

『承
久
記
』
が
、
義
村
を

一
陣
の
大
将
軍
と
し
て
記
載
せ
ず
、
幕
府
西
上
軍
の
本
隊
と
な
る
東
海
道
軍
の
二
陣
に
子
息

泰
村
を
配
す
る
に
と
ど
め
た
理
由
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
流
布
本
に
は
、
近
江
に
進
出
し
た
幕
府
軍
が
諸
方
に
進
路
を
分
け
る
と
き
、
泰
村
は
父
と
別
れ
て
泰
時
に
属
す
場
面
が
描
か
れ
、
な

ぜ
親
と
行
動
を
共
に
し
な
い
の
か
と
い
う
義
村
に
、
泰
村
は

一
緒
に
行
動
し
た
い
の
だ
が
、
出
陣
の
際
に
北
条
義
時
に
約
束
し
た
こ
と

で
、

こ
れ
を
反
故
に
す
る
の
は
自
分
の
た
め
に
も
家
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
と
答
え
、
義
村
も
や
む
を
得
ず
と
考
え
て
戦
の
駆
け
引
き

を
教
え
、
郎
等
五
十
人
を

つ
け
て
や
っ
た
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
上
横
手
雅
敬
は
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
義
村
は
京
方
に
つ
い
た

弟
の
胤
義
か
ら
の
院
方
へ
の
参
加
の
誘
い
を
断
り
、
率
先
し
て
北
条
氏
に
異
心
の
な
い
こ
と
を
誓

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
現
実
の
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
　

で
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
必
要
が
あ

っ
て
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と

っ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
義
村
こ

そ
上
洛
軍
に
お
け
る
幕
府
側
の
当
事
者
的
存
在
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
北
条
泰
時
は
三
浦
義
村
の
婿
、
す
な
わ
ち
泰
時
の
嫡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぜ

子
時
氏
は
義
村
の
外
孫
で
あ
り
、
さ
ら
に
義
村
の
嫡
子
泰
村
は
泰
時
の
鳥
帽
子
子
に
し
て
婿
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
『吾
妻
鏡
』
(六
月
七

日
条
)
に
は
、
幕
府
の
東
海
道
軍
と
東
山
道
軍
が
合
流
し
た
後
の
軍
議
に
お
い
て
京
都
進
攻
の
部
署
が
義
村
の
意
見
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
、
泰
村
は
こ
の
決
定
に
し
た
が

っ
て
義
村
か
ら
泰
時
の
手
に
移

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

　
し
た
が

っ
て
、
こ
の
三
浦
父
子
軍
中
離
別
諄
は
、
ま
さ
し
く
承
久
の
乱
後
の
幕
府

・
朝
廷
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

づ

い
て
、
三
浦
氏
嫡
宗
家
の
滅
亡
後
に
、
承
久
の
乱
に
お
け
る
三
浦
氏
の
特
殊
な
従
軍
形
態
の
事
実
を
踏
ま
え
て
形
成
さ
れ
た
逸
話
と

見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



慈光寺本 『承久記』の史料的評価に関する一考察

系図3〔 三浦氏〕

三
浦
介

義
明

三
浦
介

義
澄

義

村

-

駿
河
守

胤
義

判
官

泰

村

若
狭
守

女

子

(北
条
泰
時
妻
・時
氏
母
)

女

子

(千
葉
秀
胤
妻
)

女

子

(天
野
政
景
妻
)

　
以
上
か
ら
、
義
村
は
幕
府
東
海
道
軍
に
お
い
て
基
本
的
に
は
泰
時
の
率
い
る
本
隊
に
属
し
な
が
ら
、
泰
時
の
勇
と
し
て
、
そ
の
後
見

の
役

に
任
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
西
上
軍
の
実
質
的
な
総
司
令
官
と
し
て
の
立
場
に
あ

っ
た
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
慈
光
寺
本
に
幕
府
東
海
道
軍
の
四
陣
と
し
て
記
録
さ
れ
た

「佐
野
左
衛
門
政
景
」
と

「二
田
四
郎
」
は
、
こ
れ
に
任
ず

る
蓋
然
性
の
あ
る
武
士
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
新

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
脚
注
は
、
前
者
を

「下
野
国
の
佐
野
氏
か
」
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は

「新
田
三
郎
蔵
人
重
家
の
男
に

蔵

人
四
郎
信
家
」
が
あ
る
と
し
て
、
上
野
の
源
氏
系
新
田
氏
に
比
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
不
十
分
な
考
証
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
ず
、
「佐
野
左
衛
門
政
景
」
で
あ
る
が
、
当
時
、
佐
野
氏
の

一
族
に
こ
の
名
前

・
官
職
に
該
当
す
る
す
る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
「天
野
左
衛
門
尉
政
景
」
は

『吾
妻
鏡
』
に
所
見
す
る
。
佐
野
は
天
野
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
天
野
政
景
は
伊

豆
を
本
貫
と
す

る
御
家
人
で
、
建
保
六
年

(
一
二
一
八
)
六
月
以
前
に
左
衛
門
尉
と
な

っ
て
お
り
、
乱
後
の
貞
応
元
年

(
一
二
二
二
)
に
は
長
門
守
護
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

補

さ
れ
、
貞
永
元
年

(
一
二
三
二
)
頃
に
は
和
泉
守
に
任
じ
た
有
力
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
乱
勃
発
の
時
点
で
は
管
轄
す
る
守
護
国
が
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な

い
の
で
、
正
式
な
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
と
は
見
な
し
難
く
、
五
陣
同
様
、
職
務
執
行
者
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
浦
義

村
が
形
式
的
に
四
陣
の
大
将
軍
の
立
場
に
あ

っ
た
と
す
る
と
、
政
景
の
起
用
は
彼
の
妻
が
義
村
の
姉
妹
で
あ
る
こ
と

(続
群
書
類
従
所
収

『天
野
系
図
』)
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
宝
治
合
戦
に
際
し
、
「天
野
和
泉
前
司
子
息
等
」
が
三
浦
方
に
加
わ

っ
て
い
た

こ
と
が

『皇
代
暦
』
(四

後
深
草
天
皇
)
に
見
え
る
。

　
も
う

一
人
の

「二
田
四
郎
」
は
、
当
時
の
諸
陣
編
成
が

一
族
な
い
し
国
単
位
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
野
氏
同
様
、

伊
豆
を
本
貫
と
す
る
御
家
人
を
ま
ず
候
補
に
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伊
豆
に
も
ニ
ッ
タ
ー1
仁
田
氏
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伊
豆
の
仁

田
氏
と
い
え
ば
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
の
比
企
氏
の
乱
に
関
係
し
て
討
た
れ
た
仁
田
四
郎
忠
常
が
有
名
で
あ
る
が
、

こ
の
事
件
で
仁

田
氏

の
勢
力
は
失
墜
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
慈
光
寺
本
に
見
え
る
仁
田
四
郎
が
伊
豆
御
家
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
と

て
も
大
将
軍
の
職
務
を
担
当
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な

い
。
四
陣
を
構
成
す
る
武
士
は
佐
野

(天
野
)
左
衛
門
政
景
と
仁
田
四
郎
し
か

あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
仁
田
四
郎
は
指
揮
官
と
し
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま

い
。
な
お
、
『吾
妻
鏡
』
承
久
三
年

六
月
十
八
日
条

に
収
め
る

「六
月
十
四
日
宇
治
合
戦
討
敵
人
々
」
の
交
名
に
、
天
野
平
内
次
郎
と
並
ん
で
仁
田
次
郎
太
郎
の
名
が
見
え
、
伊
豆
御
家
人

仁
田
氏
の
従
軍
だ
け
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て
ー

課
題
と
展
望
i

杉
山
次
子
は
流
布
本
に
つ
い
て
、
慈
光
寺
本
と

『吾
妻
鏡
』
な
ど
を
合
わ
せ
て
成
立
し
た
も
の
と
す
る
が
、
松
尾
葦
江
が
指
摘
す
る

よ
う
に
個
々
の
人
名

・
地
名
な
ど

一
致
し
な
い
点
も
多
い
。

　
慈
光
寺
本
が

『承
久
記
』
の
う
ち
最
古
態
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
名

・
地
名
な
ど
は
不
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正
確
で
あ
る
可
能
性
も
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
上
記
の
考
察
に
よ

っ
て
、
流
布
本
や

『吾
妻
鏡
』
が
そ
の
点
で
整
合
性
を
有
し
て
い
る
の

は
、
作
品
に
持
ち
込
ま
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
様
に
操
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
不
十
分
な
が
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が

出
来
た
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
、
承
久
の
乱
の
過
程
を
述
べ
た
り
、
乱
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
際
し

て
は
、
史
料
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

幹

に
慈
光
寺
本
を
据
え
る
べ
き
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し

一
方
、
流
布
本
に
も
史
料
価
値
の
高
い
記
録

・
伝
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す　
だ

　
た
と
え
ば
、
東
寺

の
付
近
に
お
い
て
同
じ
上
総
国
御
家
人
で
あ
る
角
田
氏
の
軍
と
三
浦
胤
義
軍
が
合
戦
に
及
ぶ
場
面
が
見
え
る
が
、

そ
れ
は
在
地
に
お
け
る
紛
争
を
背
景
に
し
た
両
者
の
私
怨
が
背
景
に
看
取
で
き
て
、
何
ら
か
の
確
実
な
史
料
に
基
づ
く
記
述
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　　

る
の
で
あ
る
。

　

『源
平
盛
衰
記
』
は

『平
家
物
語
』
諸
本
の
中
で
は
後
出
本
だ
が
、
「物
語
」
で
は
な
く

「記
」
と
し
て
、
と
き
に
最
古
態
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　こ

る
延
慶
本
よ
り
も
信
愚
性

の
高
い
史
料
を
基
に
し
た
記
述
の
挿
入
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
『承
久
記
』
流
布
本
に
も

こ
れ
と
同
様
な

側
面
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
流
布
本
を
歴
史
資
料
と
し
て
活
用
す
る
た
め
の
取
り
組
み
も
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
上
横
手
雅
敬
は
、
「可
能
な
限
り
多
面
的
な
検
討
を
加
え
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
『平
家
物
語
』
、
と
り
わ
け
延
慶
本
の
史
料
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ　

し
て
の
活
用
を
提
唱
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
同
様
な
こ
と
が
慈
光
寺
本

『承
久
記
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ

も
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
背
景
と
な
る
政
治

・
社
会
的
状
況
な
ど
が
ま

っ
た
く
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
と
き

に
大
き
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
事
例
に
遭
遇
す
る
国
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
歴
史
学
的
な
考
証
に
も
稗
益
を
も
た
ら
し
う
る

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
細
か
な
考
証
過
程
で
、
と
く
に
地
域
史
の
観
点
か
ら
問
題
に
な

っ
て
い
る
鎌
倉
前
期

に
お
け
る
千
葉
氏
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一
族

の
惣
領

・
家
督

(族
長
)
権
に
関
す
る
問
題
や
三
浦
義
村
の
評
価
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
上
は
さ
ら
に
、
慈
光
寺
本

『承
久
記
』
に
基
づ
く
、
あ
ら
た
な
承
久
の
乱
像
構
築
の
可
能
性
を
さ
ぐ
り
、

主
君
へ
の
恩
義
や

王
権

へ
の
畏
怖
観
に
縛
ら
れ
て
い
な

い
時
代
の
生
き
生
き
と
し
た
武
士
像
を
描
く
機
会
を
得
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
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(1
)　

と
り
わ
け
事
件
の
経
過

に
関
し
て
は
、
す
ぐ
れ
た
研
究
書
と
し
て
定
評

の
高

い
、
平
雅
行

『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
」

(塙
書
房
、

一
九
九

二

　
　

年
)
に
お

い
て
さ
え
、
拙
稿

「ド
キ

ュ
メ
ン
ト
承
久

の
乱
」

(
『別
冊
歴
史
読
本
　
後
鳥
羽
上
皇
」
新
人
物
往
来
社

、

一
九
九
〇
年
)

の
よ
う
な

一
般

　
　

向
け
に
書
か
れ
た
程
度
の
文
献
し
か
参
考
文
献
に
あ
げ
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

(2
)　

　

『明
月
記
』
安
貞
元
年

八
月
十
二
日
条
。
な
お
、
上
横
手
雅
敬

「承
久

の
乱
の
諸
前
提
」

(同

『日
本
中
世
政
治
史
研
究
」
塙
書
房
、

一
九
七
〇

　
　

年
)
参
照
。

(3
>　

そ
の
意
味
で
、
山
下
克
明
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
た
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
本

『承
久
三
年
具
注
暦
』
は
、
都

で
乱
に
遭
遇

し
た

一
官
人

　
　

の
生

の
記
録
史
料

と
し
て
き
わ
め
て
貴
重

で
あ
る
。
山
下
は
、
こ
の
記
事
に
基
づ
き
、
諸
書

に
よ

っ
て
日
付
の
異

な
る
院
方
武
士

の
美
濃
発
遣

や

　
　

幕
府
北
陸
道
軍
の
上
洛
時
期
を
確
定
す

る
と
と
も

に
、
乱
関
連
の
記
事

の
多
く
が
墨

で
塗
り

つ
ぶ
さ
れ

て
い
る
の
は
、
院
方

の
祈
祷

に
組
み
込
ま
れ

　
　

て
い
た
記
主

が
、
乱
後

、
自
身

に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る
た
め

に
行

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
測

を
示
し
て

い
る

(「
『承
久
三
年
具

　
　

注
暦
」

の
考
察
」
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所

『東
洋
研
究
」
第

一
二
七
号
、

一
九
九
八
年
)
。

　
　
　

乱
に
関
す
る
典
籍
史
料
と
し
て
は
、
上
賀
茂
神
社
所
蔵
で
鎌
倉
後
期

に
同
社
神
主
賀
茂

経
久

に
よ

っ
て
記
録
さ
れ
た

『賀
茂
旧
記
」
が
、
近
年

に

　
　

な

っ
て
紹
介

さ
れ

て
い
る

(尾
上
陽
介

「賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

『賀
茂
神
主
経
久
記
」

に
つ
い
て
」

『東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
年
報
」
第

一
一

　
　

号
、
二
〇
〇

一
年
)
。
こ
れ
に
は
、
乱
発
生
時
に
神
主

で
あ

っ
た
能
久

(経
久

の
祖
父
)
が
院
宣
に
よ

っ
て
二
条
河
原

の
院
御
所

に
半
強
制
的
に
招
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(4
)

集
さ
れ
た
こ
と
や
、
院
方

の
敗
北
が
確
実
に
な
る
と
神
社
境
内
に
逃
げ
込
む
者
が
多

か

っ
た
こ
と
な
ど
、
他

の
史
料

に
見
ら
れ
な

い
生
々
し
い
事
実

が
記
録
さ
れ

て
い
る
。

　
青
山
幹
哉

「中
世
系
図
学
構
築
の
試

み
」
『名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
」

=

六

・
史
学
三
九
、

一
九
九
三
年
)
。

　

な
お
、

『神
代
本
千
葉
系
図
」

・

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」

の
成
立
時
期

お
よ
び
史
料
的
評
価
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「上
総
氏
と
千
葉
氏
」

(『
坂

東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
」
弘
生
書
林
、

一
九
八
二
年
)
お
よ
び

「古
代
末
期

の
武
士
の
家
系

に
関
す
る
二
つ
の
史
料
i

永
承
二
年
二
月

二
十

一

日
付

「藤
氏
長
者
宣
」
と
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」
-1
⊥

(拙
著

『中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
」

高
科
書
店
、

一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
八
四
年
)
、
今
野
慶
信

「古
系
図
に
あ
ら
わ
れ
た
豊
島
氏
」

(『
い
た
ば

し
区
史
研
究
」
第
四
号
、

一
九
九
五
年
)
、
井
原
今
朝
男

「中
世
善
光
寺

平
の
災
害
と
開
発
ー

開
発
勢
力
と
し
て
の
伊
勢
平
氏
と
越
後
平
氏
ー
⊥

(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
第
九
六
集
、
二
〇
〇
二
年
)
を

参
照
さ
れ
た

い
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　さ

　

と
こ
ろ

で
、
『般
若
院
系
図
」

(『群
書
系
図
部
集
」
第
五
所
収
)
に
は
、
泰
胤
に

つ
い
て

「母
修
理
太
夫
時
房
女
。
建
治
元
年
八
月

一
日
生
。
法

名
常
存
。
永
安
寺
入
道
」
と
記
す
が
、
『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」

は
、
千
葉
介
時
胤
の
子

の
頼
胤
を
北
条
時
房
女
の
所
生
と
し
て
お
り
、
『千
葉
大
系

図
」

に
よ
る
と
、
頼
胤
は
建
治
元
年
八
月
十
六
日

に
卒
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
『般
若
院
系
図
」

の
少
な
く
と
も
法
名
以
前

の
部
分
の

記
事
は
生
年
と
没
年
を
取
り
違
え
た
上

に
、
頼
胤
に
か
か
る
べ
き
記
事
を
泰
胤
に
誤

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
成
胤

の
生
年

は
、
『千
葉
大
系
図
」
に
よ
れ
ば
久
寿
二
年

(
=

五
五
)
、
『源
平
闘
諄
録
」
巻
第
五
の
二
に
治
承
四
年

(
=

八
〇
)

に
十
七
歳

と
あ
る
の
に
従
え
ば
長
寛

二
年

(
=

六
四
)
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
成
胤

の
年
齢

に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
胤
綱
の
承
元
二

年

(
一
二
〇
八
)
や
時
胤

の
建
保

六
年

(
一
二

一
八
)

と
い
う
生
年
は
お
そ
き
に
過
ぎ

(拙
稿

「上
総
千
葉
氏
に

つ
い
て
」
拙
著

『中
世
東
国
武
士

団

の
研
究
」
、
初
出

一
九
八
四
年

、
参
照
)
、
泰
胤
は
か
れ
ら
の
庶
兄

で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
俗
伝
に

属
す
る
が
、
泰
胤
の
生
年
を
文
治
四
年

(
=

八
八
)
と
す
る
も
の
も
あ
る

(
『薄
衣
系
図
」
)
。
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こ
の
、
泰
胤
を
成
胤
の
子
と
す
る
見
方
は
ほ
ぼ
通
説
化

し
つ
つ
あ

る
が
、
断
定
す
る
に
た
る
史
料
が
な

い
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
最
近
、
や
は
り

胤
綱
の
子
と
す

べ
き
で
あ
る
と

い
う
意
見
も
提
出
さ
れ
て
お
り

(福
田
豊
彦

「
『源
平
闘
諄
録
」

の
成
立
過
程
-

千
田
合
戦
と
伊
藤
三
女

の
二
説

話
を
中
心
に
1

補
論

"
千
葉
介
胤
綱

・
時
胤
お
よ
び
千
田
泰
胤

の
系
譜
上
の
位
置
」

『千
葉
県
史
研
究
」
第

=

号
別
冊

、
中
世
特
集
号
、
二
〇

〇
三
年
)
、
成
胤
の
女
子
と
し
て
結
城
朝
光
の
妻

(山
河
重
光

の
母
)
と
な

っ
た
播
磨
局

(了
阿
)

の
あ

っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
市
村
高
男

「下
総

山
河
氏
の
成
立
と
そ
の
背
景
ー

中
世
常
総
地
域
史

の
再
検
討
-
ー
⊥

(千
葉
歴
史
学
会
編

『中
世
東
国

の
地
域
権
力
と
社
会
」
岩
田
書
院

、

一
九

九
六
年
)
な
ど

の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
後
考

の
余
地
の
あ
る
こ
と
は
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(5
)　

拙
稿

「千
葉
氏
の
嫡
宗
権
と
妙
見
信
仰
1

『源
平
闘
諄
録
」
成
立
の
前
提
1

」
(拙
編

『第
二
期
関
東
武
士
研
究
叢
書
第
五
巻
　
千
葉
氏
の

　
　

研
究
」
名
著
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出

一
九
九
八
年
)
。

(6
)　

千
葉
常
秀
お
よ
び
上
総
千
葉
氏
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
上
総
千
葉
氏

に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(7
)　

拙
稿

「鎌
倉
武
士
と
報
復
-

畠
山
重
忠
と
二
俣
川

の
合
戦
l
l
」

(『古
代
文
化
」
第
五
四
巻
第
六
号
、
二
〇
〇

二
年
)
、
同

「鎌
倉
武

士
の
心

　
　

性
I
I
畠
山
重
忠
と
三
浦

一
族
1

」

(五
味
文
彦

・
馬
淵
和
雄
編

『中
世
都
市
鎌
倉
の
実
像
と
境
界
」
高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
)
。

(8
)　

海
老
名
尚

・
福
田
豊
彦

「
[資
料
紹
介
]

『田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
文
書
」

「六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」

に
つ
い
て
」

(
『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

　
　

報
告
」
第
四
五
集

、

一
九
九
二
年
)
。

(9
)　

東
氏
に

つ
い
て
は
、
外
山
信
司

「鎌
倉
時
代
の
束
氏
-

東
国
武
士
の
歌
の
家
1

」

『千
葉
県
史
研
究
」
第

一
一
号
別
冊
、
中
世
特
集
号
、

二

　
　

〇
〇
三
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
外
山
が
重
胤

の
名
に
冠
せ
ら
れ
た

「所
」

か
ら
武
者
所
砥
候
を
推
測

し
た

の
は
誤
り

で
あ
る
。
ま
た
、

　
　

当
時
に
お
い
て
は
、
兵
衛
尉
は
六
位
相
当
の
官
職
で
あ

っ
た
。

(
10
)　

大
村
拓
生

「日
記
の
記
録
過
程
と
料
紙
の
利
用
方
法
」

(河
音
能
平
編

『中
世
文
書
論

の
視
座
」
東
京
堂
出
版
、

一
九
九
六
年
)
。

(
11
)　

拙
稿

「上
総
千
葉
氏
に

つ
い
て
」
参
照
。
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(12
)

　
承
久

の
乱
後

、
千
葉
氏
の

一
族
に
も
京
官
に
補
任
さ
れ
る
者
が
増
加
す
る
。
主
要
人
物

に
つ
い
て
は
拙
稿

「上
総
千
葉
氏
に

つ
い
て
」
所
掲

「表

1
　

千
葉
氏

一
族
の
官
職
補
任
」

に
示

し
た
が
、
記
録
類
を
博
捜
す
れ
ば
さ
ら
に
多
く
の
事
例
が
検
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

「平
戸
記
」

だ
け
を
見

て
も
、
千
葉
氏

一
族

と
見

ら
れ
る
者
と
し
て
、
①
仁
治
元
年

(
一
二
四
〇
)
十
二
月
十
八
日
条

"
平
胤
忠
の
任
左
馬
允

、
②
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)
四
月
五
日
条

"
平
胤
時

の
東
宮
御
祈
功
に
よ
る
任
左
兵
衛
尉
、
③
同
三
年

四
月
八
日
条

"
平
胤
頼

の
任
右
兵
衛
尉
、
④
同
年
八
月
二

十
九
日
条

"
平
清
胤
の
任
右
衛
門
尉
、
④
同
年
九
月
十
二
日
条

"
平
胤
光
の
初
斎
宮
功
に
よ
る
任
左
兵
衛
尉
の
記
事
が
検
出
で
き
る
。

　
村
石
正
行
は
、
嘉
禄
三
年

(
一
二
二
七
)
九
月
十
二
日

「僧
澄
尊

・
慶
春

・
行
縁
連
署
請
文
案
」

に
、
大
和
国
宇
野
庄
地
頭

「木
内
二
郎
之
代
官

山
河
太
郎
」

が
在
地

で
興
福
寺
な
ど

と
紛
争
を
起

こ
し
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
を
紹
介

し
、

こ
の

「木
内

二
郎
」
を
胤
朝

に
比
定

し
て
い
る

(「千
葉
一
族
の
西
遷
と
大
和
国
宇
野
荘
i

『鎌
倉
遺
文
」
未
収

「信
濃
国
佐
久
郡
長
念
寺
阿
弥
陀
如
来
胎
内
文
書
」
か
ら
ー

」
『年
報
三
田
中

世
史
研
究
」

一
〇
、
二
〇
〇
三
年
)
。
し
か
し
、
胤
朝
が
貞
応
元
年

(
一
二
二
二
)
に
下
総
守

に
補
任
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、

こ
れ
は
、
そ

の
子

胤
家

に
比
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
胤
家

は

『吾
妻
鏡
」
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)

八
月
十
五
日
条
に

「木
内
次
郎
胤
家
」
と
見
え
る
。
近
世

成
立
の

『千
葉
大
系
図
」
は
胤
家
に

つ
い
て

「木
内
次
郎
。
左
衛
門
尉
」
と
す
る
が
、
左
衛
門
尉

へ
の
補
任
が
記
録

で
確
認

で
き
る
こ
と
は
本
論
に

述

べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
『吾
妻
鏡
」
に
は
、
寛
元
元
年
七
月
十
七
日
条

に

「木
内
二
郎
」
、
同
四
年

八
月
十
五
日
条

に

「木
内
下
総

(野
)
次
郎
」
が
所
見
す
る
。

　
な
お
、
木
内
二
郎

の
代
官

と
な

っ
た

「山
河
太
郎
」
が
、
村
石

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
下
総
結
城
氏

一
族

(下
野
小
山
氏

の
同
族

で
千
葉
氏

と
は

別
系
)

で
千
葉
介
成
胤
外
孫

の
山
河
重
光

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
下
総
国
内

に
お
け
る
木
内
氏
の
勢
力
の
程
を
反
映

し
た
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(13
)　
　

『愚
管
抄
」
巻
第
六
　
順
徳
。
拙
稿

「執
権
体
制
下

の
三
浦
氏
」

(拙
著

『中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
」
、
初
出

一
九
八
三
年
)
。

(
14
)　

木
村
真
美
子

「中
世

の
院

御
厩
司
に

つ
い
て
l
」
西
園
寺
家
所
蔵

「院
御
厩
次
第
」
を
手
が
か
り
に
ー
ー
」

(『学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
」
第

一
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○
号
、

一
九
九
九
年
)
、
高
橋
秀
樹

「鎌

倉
幕
府

と
馬
-

三
浦
氏
と

の
か
か
わ
り
を
中
心
に
i

」

(
『市
史
研
究
横
須
賀
」
創
刊
号

、
二
〇
〇

二
年
)
。

(
15
)　

拙
稿

「執
権
体
制
下
の
三
浦
氏
」
、
同

「承
久
の
乱
と
三
浦
氏
」

(コ
ニ
浦

一
族
研
究
」
第
三
号
、

一
九
九
九
年
)
。

(
16
)　

上
横
手
雅
敬

『北
条
泰
時
」
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
年

、
三
五
～
三
七
頁
。

(
17
)　

上
横
手
雅
敬

『北
条
泰
時
」
、
拙
稿

「
執
権
体
制
下
の
三
浦
氏
」
。
な
お
、

『承
久
記
」
流
布
本
に
よ

る
と
、
承
久

の
乱

の
時

、
三
浦
泰
村
は
十
八

　
　

歳

で
あ

っ
た
。

(
18
)　

御
家
人
制
研
究
会
編

『吾
妻
鏡
人
名
索
引
」

(吉
川
弘
文
館

、

一
九
七

一
年
)
、
佐
藤
進

一

『増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
i

諸
国
守
護
沿

　
　

革
考
証
編
-

⊥

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七

一
年
)
。
ち
な
み
に
、
天
野
氏
に
つ
い
て
は
、
菊
池
紳

一

「鎌
倉
時
代
の
天
野
氏
の
系
図

に
つ
い
て
」

　
　

(安
田
元
久
編

『吾
妻
鏡
人
名
総
覧
」
吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
八
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
19
)　

慈
光
寺
本
に
は
、
幕
府
東
海
道
軍
先
陣
を

つ
と
め
る
時
房
率

い
る
二
万
騎

の
し
ん
が
り
に
、
「時
房
子
」
と
し
て

「勾
当
時
盛
」

の
名
が
見
え
る
。

　
　

こ
の

「勾
当
」
に
つ
い
て
は

『尊
卑
分
脈
」
な
ど
に
所
見
が
な
い
が
、
鎌
倉
末
頃
ま
で
に
成
立

し
た
と
さ
れ
る
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」

　
　

に
は

「鎌
倉
右
大
臣
勾
当
」
と
見
え

て
お
り
、

こ
れ
は

二
つ
の
史
料
が
お
互

い
に
信
愚
性
の
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
御
家
人

　
　

制
研
究
会
編

『吾
妻
鏡
人
名
索
引
」
が
北
条
時
盛
と
別

に
項
目
を
立
て
て
い
る
承
久
元
年
正
月
二
十
七
日
条

の

「平
勾
当
時
盛
」
が
北
条
時
盛
で
あ

　
　

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

(
20
)　

角
田
氏
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「中
世
東
国
武
家
社
会

に
お
け
る
苗
字

の
継
承
と
再
生
産
i

吉
川
本

『吾
妻
鏡
」
文
治

二
年
六
月
十

一
日
条

の

　
　

「相
馬
介
」
を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(拙
編

『第

二
期
関
東
武

士
研
究
叢
書
第
五
巻
　

千
葉
氏

の
研
究
」
、
初
出

一
九
九
七
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。
ち

　
　

な
み
に
、
三
浦
胤
義

と
共
に
院
方

の
総
大
将

に
任
じ
た
藤
原
秀
康
は
承
元
四
年

(
一
二

一
〇
)
六
月
十
七
日
に
上
総
介
に
任
じ
た
が
、
翌
月
在
地
に

　
　

入
部

し
た
使
者
は
在
庁
と
ト
ラ
ブ

ル
を
お
こ
し
て
い
る

(
『吾
妻
鏡
」
七
月
二
十
日
条
)
。

一
方
、
三
浦
胤
義
は
建
保
元
年

(
一
二

=
二
)
五
月
七
日
、
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和
田
の
乱

の
勲
功
賞
と
し
て
上
総
国
伊
北
庄
を
獲
得

し
て

い
る
。

　
な
お
、
白
井
克
浩

「
承
久

の
乱
再
考
　
　
北
条
義
時
追
討
宣
旨
を
め
ぐ

っ
て
l
I
」

(『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第

一
八
九
号
、
二
〇
〇
四
年
)

は
、
承
久

の
乱
に
お

い
て
院
方
が
造
内
裏
役
免
除
を
東
国
武
士
動
員

の
方
策
と
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
上
総
国
関
連
の
史
料
を
多

く
用
い
て
い
る
。

(21
)　

川
合
康
は
、
元
暦
元
年

(
=

八
四
)
の
伊
勢

・
伊
賀
平
氏
の
蜂
起
に
関
す
る

『平
家
物
語
」
諸
本
の
記
事
を
記
録
類
と

の
比
較

の
上
で
検
討
し

　
　

た
結
果
、

『源
平
盛
衰

記
』

が
最
も
史
実

と
合
致

し
て
お
り
、
独
自

の
史
料

的
根
拠
が
想
定

さ
れ

る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る

(京
都
女
子
大
学
宗

　
　

教

・
文
化
研
究
所
公
開
講
座

「
『平
家
物
語
』
と
治
承

・
寿
永
の
内
乱
」
に
お
け
る
講
演

「治
承

・
寿
永

の
内
乱
と
伊
勢

・
伊
賀
平
氏
-

平
氏
軍

　
　

制
の
特
徴
と
鎌
倉
幕
府
権
力

の
形
成
ー

」
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
八
日
)
。
な
お
、
こ
の
問
題
を
含
め
て
、
川
合
に
よ
る
内
乱
期

の
伊
勢

・
伊
賀
平

　
　

氏
の
動
向

に
関
す
る
最
近

の
研
究
は
、
そ

の
近
著

『鎌
倉
幕
府
成
立
史

の
研
究
」

(校
倉
書

房
、
二
〇
〇
四
年
)
に
収
録

さ
れ
た
上
記
講
演

タ
イ
ト

　
　

ル
と
同
名
の
論
文
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

(22
)　

上
横
手
雅
敬

「史
料

と
し
て
の

『平
家
物
語
」
」

(
『文
学
」
隔
月
刊
第
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇

二
年
)
。

〈キ

ー

ワ

ー
ド
〉

慈
光
寺
本

『承
久
記
」　

承
久
の
乱
　
千
葉
氏
　
三
浦
義
村
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